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都道府県労働局労働基準部 

労働衛生主務課長 殿 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課長 

( 公 印 省 略 ) 

重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 

関する法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める件について 

重症急性呼吸器症候群については、 別添のとおり、 感染症の予防及び 感染症 

の患者に対する 医療に関する 法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める等の 

政令 ( 平成 1 5 年政令第 304 号 ) が平成 1 5 年 7 月 4 日に公布され、 同年 7 

月 1 4 日から施行されることとなった。 

ついては、 管内の事業場からの 問い合わせ等があ った場合には、 都道府県衛 

生主管部局等と 連携を図り、 相談窓口の紹介など、 適切な対応を 引き続きお 願 

いしたい。 

また、 地域産業保健センタ 一に対しては、 別紙工の内容について 貴職から 周 

卸 されたい。 

なお、 平成 1 5 年 7 月 14 日付けで、 別紙工及び別紙 2 のとおり関係団体に 

対し通知したので 御 了知されたい。 

本件については、 厚生労働省ホームページ (http: け Ⅶ 軋 ・㎞ lw.go.jp/topics/ 

2003/03/tp0318-1.html) に掲載されていることを 申し添える。 
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別添 

健登第 0 7 1 4 0 0 7 号 

平成Ⅰ 5 年 7 月 1 4 日 

厚生労働省健康局長 

    
重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及 び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 

第六条第六項の 指定感染症として 定める等の政令及 び 関係省令の施行について 

( 施行通知 )   

重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律第六 

条第六項の指定感染症として 定める等の政令 ( 平成 1 5 年政令第 304 号 ) は、 平成 1 5 

年 7 月 4 日に公布され、 同年 7 月「 4 日から施行されたところであ る。 今般、 この政令の 

主な内容について 以下のとおり 通知するので、 十分に了知願いたい。 

- 一 - - 目 己 

「 疑似症患者及び 類症状病原体保有者に 対するこの法律の 適用 

重症急性呼吸器症候群 ( 病原体が SARS コロナウイルスであ る毛のに限る。 以下 

「 SARS 」という。 ) の疑似症患者も SARS の患者とみなすこと。 熱症状病原体 操 

盲 者は、 患者とみなさないこと。 
なお、 SARs の患者、 疑似症患者の 判断基準については、 別途課長通知で 示すこと 

としていること。 

2  SARS に関する情報の 収集及 び 公表について 

(1)  情報の収集 

①医師は、 SARS の患者 ( 疑似症患者を 含む。 2 (1) ③ 、 2 (2) 、 4 (3) 
を 除いて以下同じ。 ) を 診断したときほ 、 直ちにその者の 氏名、 年齢、 性別等の事 

項を最寄りの 保健所長を経由して 都道府県知事に 届け出なければならないこと。 

( 留意事項 ) 
( 一 )  医師が届出をすることを 要しない場合 は 、 当該医師が診断した 患者及び S 



ARS は ついて届出が 既になされていることを 知っている場合とすること。 

( 二 )  SARS のについての 届出事項 は 、 氏名、 年齢、 性別のほか以下のとおり 

とすること。 

ァ 当該者の職業及 び 住所 
イ 当該者が成年に 達していない 場合にあ ってⅠ ま 、 その保護者 ( 親権 を行 う 

者 又は後見人をい う 。 以下同じ。 ) の氏名及 び 住所 

ウ 当該患者の症状 

ェ 診断方法 

オ 当該者の所在地 

力 初診年月日及 び 診断年月日 
キ SARS コロナウイルスに 感染したと推定される 年月日 (SARS の患者 

にあ って ほ 、 発病したと推定される 年月日を含む。 ) 

ク SARS コロナウイルスに 感染した原因、 感染経路、 SARS コロナウ 

イウイルスに 感染した地域 ( 又はこれらとして 推定されるもの ) 

ケ 診断した医師の 住所 ( 病院又は診療所で 診療に従事している 医師にあ って 

は 、 当該病院 又は 診療所の名称及び 所在地 ) 及 び 氏名 

コ その他 SARS のまん延の防止及 び 当該者の医療のために 必要と認める 

事項 
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( 留意事項 ) 
( 一 )  届出をすべき 動物は、 イタチアナバマ、 タヌキ及 び ハクビシンとすること。 

( 二 )  「 SARS にかかり、 又 は かかっている 疑いがあ る」ものとして 届出を行 

ぅ 必要があ る事由は、 以下のとおりとすること。 

ア SARS コロナウイ ソ レス ( きわめて類似のウイルスを 含む。 以下 ( 二 ) 

において同じ。 ) の 分離 

イ PCR 検査により SARS コロナウイルスウイルス 遺伝子の検出 

ウ sARS コロナウイルス 血清抗体の検出 

( 一 )  ( 二 ) の要件は、 当面、 主として研究機関等からの 報告を想定しているも 

のであ り、 一般の獣医療の 臨床現場において 必要な検査を 行 う ことを求め 

るものでないこと。 

く 四 )  SARS にかかったイタチアナバマ、 タヌキ及びハクビシンについての 届 

山事項は、 当該動物の所有者 ( 所有者以外の 者が管理する 場合においては、 

その者。 以下同じ。 ) の氏名のぼ か 、 以下のとなりとすること。 

ア 動物の種類 

イ 動物の所有者の 住所 

ウ 動物の所在地 
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オ 渡航地域及び 期間 

力 病状 ( 軽快、 安定、 悪化等 ) 、 接触者の状況及び 疫学調査の結果からの 安心 

情報等 ( 通報後も必要に 応じて病状の 経過について 公表する。 ) 

3
 健康診断、 就業制限及び 入院に関する 事項 

(1 )  健康診断 
の 都道府県知事は、 SA 尺 S のまん延を防止するため 必要があ ると認めるときは、 

SARS にかかっていると 疑うに足りる 正当な理由のあ る者に対し SARS にかか 

っているかどうかに 関する医師の 健康診断を受けるべきことを 勧告することができ 

ること。 また、 当該勧告を受けた 者が勧告に従わないときほ。 都道府県知事は 当該 

職員に健康診断を 行わせることができること。 

( 留意事項 ) 
ト )  健康診断の勧告をし、 又は健康診断の 措置を行 う 場合の通知事項は、 以下の 

とお り とすること。 

ア 健康診断の勧告をし、 又は健康診断の 措置を実施する 理由 

イ 健康診断の勧告をする 場合にあ って ほ 、 健康診断を受け、 又は受けさせ 

るべき期限 

ウ 健康診断の措置を 実施する場合にあ っては、 健康診断を行う 日時、 場所 

及 び その方法 

ェ 健康診断の勧告をする 場合にあ っては、 当該勧告に従わない 場合に健康 

診断の措置を 実施することがあ る 冒 

オ その他必要と 認める事項 

( 二 )  健康診断の通知を 行うに当たっては、 十分な説明を 行うことが重要であ ること。 

また、 各都道府県の 独自の判断により、 健康診断が必要とされる 状況に応じて、 
ト ) のオ に基づき、 健康診断を受ける 者の理解をできるだけ 得て実施できるよ 

う に必要な事項を 通知することが 望ましいこと。 

②都道府県知事は 、 ①の措置を勧告をし、 又は措置を実施する 場合には、 当該措置 

を実施する理由等を 書面により通知しなければならないこと。 

(2)  就業制限 
都道府県知事から、 2 (1) ①の届出の内容等の 通知を受けた SARS の患者は、 S 

A 尺 S を公衆にまん 延させるおそれがあ る業務に、 そのおそれがなくなるまでの 期間 従 

事 してはならないこと。 
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当該者の症状、 診断方法、 初診年月日及び 診断年月日 

ィ 就業制限度 ぴ その期間に関する 事項 

ウ 就業制限に違反した 場合に 30 万円以下の罰金に 処される 旨 

工 就業制限の適用を 受けている者が、 都道府県知事に 対して就業制限の 対象 

者ではなくなったことの 確認を求めることができる 旨 

オ その他必要と 認める事項 

このうち、 ィは ついては、 就業してはならない 業務の範囲及 び 就業制限が終 

了する要件が 含まれること。 また、 健康診断の通知と 同様、 通知事項の オ の 有 

効 な活用が望ましいこと。 

( 二 )  就業制限の対象となる 職種は、 飲食物の製造、 販売、 調製又は取扱いの 際に 

飲食物に直接接触する 業務に加え、 多数の者に接触する 業務であ ること。 
( 三 )  就業制限の期間ほ、 SARS コロナウイルスを 保有しなくなる (SARS コロ 

ナウイルスの PCR 検査が陰性であ ることと同義では 無いので注意すること ) ま 

での期間又は、 発熱や咳などの SARS の症状が消失するまでの 期間とすること。 

(3)  入院 
①都道府県知事 は 、 SARS のまん延を防止するため 必要があ ると認めるときは、 

SARS の患者に対し 72 時間を限度として、 特定感染症指定医療機関若しくは 第 

一種感染症指定医療機関に 入院すべきことを 勧告することができること。 また、 当 

該勧告を受けた 者がこれに従わないときは、 特定感染症指定医療機関若しくは 第一 

種感染症指定医療機関に 入院させることができること。 
ただし、 緊急その他やむを 得ない理由があ るとき ぼ 、 特定感染症指定医療機関若 

しくは第一種感染症指定医療機関以覚の 病院若しくは 診療所であ って当該都道府県 

知事が適当と 認めるもの ( 第二種感染症指定医療機関のうち、 陰圧病室を備えた 病 

院など ) に入院すべきことを 勧告し、 入院させることができること。 

②都道府県知事は、 SARS のまん延を防止するため 必要があ ると認めるときは、 

感染症 診査 協議会の意見を 聴いた上で、 ①により入院している 患者に対し、 「 0 日 

以内の期間を 定めて特定感染症指定医療機関若しくは 第一種感染症指定医療機関 

( ただし、 緊急その他やむを 得ない事由があ るときは、 ①のただし書きの 都道府県 

知事が適当と 認める病院又は 診療所を含む。 以下「感染症指定医療機関」とい 
う。 ) への入院を勧告することができるものとし、 当該勧告に従わないときは、 感 

染症指定病院に 入院させることができるものとしたこと。 また、 入院期間の経過後 

において、 入院を継続する 必要があ ると認めるときは、 感染症 診査 協議会の意見を 

聴いた上で、 「 0 日以内の期間を 定めて、 入院の期間を 延長することができ、 当該 

延長に係る入院の 期間の経過後、 これを更に延長しょうとするときも 同様であ るこ 

と 。 

③都道府県知事は 、 ①又は②により 入院する患者を、 当該入院に係る 病院 又は 診療 

所に移送しなければならないこと。 
④都道府県知事は 、 ①又は②により 入院している 患者について、 SARs の病原体 

を 保有していないこと 又は sARs の症状が消失したことが 確認されたときほ 、 当 



該 患者を退院させなければならないこと。 また、 ① 又は ②により入院している 患者 

から退院の求めがあ ったときは、 当該患者について、 SA 民 S の病原体を保有して 

いるかどうか、 又は当該感染症の 症状が消失したかどうかの 確認をしなければなら 

ないこと。 

⑤都道府県知事は 、 ①又は②の措置を 勧告し 、 又は措置を実施する 場合にほ、 当該 

措置の実施する 理由等を書面により 通知しなければならないこと。 

( 留意事項 ) 
( 一 )  入院患者の移送は 、 SARS がまん 延 しないよう配慮して 行わなければならな 

い ものとすること。 

( 二 )  入院の勧告をし、 入院の措置を 行い、 又は入院の期間の 延長をする場合の 通知 

事項は、 以下のとお り とすること。 

ァ 入院の勧告、 入院の措置又は 入院の期間の 延長をする理由 

イ 入院の勧告又は 入院の措置をする 場合にあ っては、 入院すべき期限度 ぴ医 

療機関 
ゥ 入院すべき期間又は 入院の措置の 延長をする期間 

工 入院の勧告をする 場合にあ っては、 当該勧告に従わない 場合に入院の 措置 

をすることがあ る 旨 

オ 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 ( 以下「 法 」と 

いう 。 ) 第 22 条 第 ] 項に規定する 退院に関する 事項 

力 法第 22 条第 3 項の規程により 退院を求めることができる 旨 

キ 法 第 25 条に規定する 審査請求の特例に 関する事項 

ク その他必要と 認める事項 

このうち、 オは ついては、 退院の要件に 関することが 含まれること。 

また、 キは ついては、 法第 2Q 条 第 2 項 又は 第 3 項に基づく入院の 期間が 30 

日を超える場合に 、 法に基づき、 厚生労働大臣に 審査請求を行うことができる 

旨等 が含まれること。 

( 三 )  入院の勧告、 入院の措置又は 入院の期間の 延長の通知を 行 うに 当たっては、 ( 

二 ) のほか、 行政不服審査法第 57 条に基づく教示をあ わせて行うことが 必要で 

あ ること。 また、 各都道府県の 独自の判断により、 入院が必要とされる 状況に応 

じて、 ( 二 ) の ク に基づき、 入院が必要とされる 者の理解をできるだけ 得て実施で 

きるよ う に必要な事項を 通知することが 望ましいこと。 

WM 連 通知 ) 
「ハノイ，香港等における 原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の 集団発生に伴う 対 

応について ( 第 7 報 ) 」 ( 抜粋 ) 

( 平成 1 5 年 4 月 7 日 健感 登第 0          0 「 号 ) 
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2 。 病室は個室を 原則とする。 病室 は 陰圧、 独立した空調設備であ る方がより 

望ましい。 個室が不足している 場合は、 SARS の可能性 例 と診断された 

複数の患者を 同室に入室させ 入院とする。 

4  消毒その他の 措置に関する 事項 

(l )  SARS に対する措置 

都道府県知事 は 、 SA 尺 S の発生を予防し、 又はそのまん 延を防止するため 必要が 

あ ると認めるときは、 次の措置を講ずることができること。 

① SARS コロナウイルスに 汚染された場所又は 汚染された疑いがあ る場所等につ 

い て、 その場所の管理をする 者に対し、 消毒を命じ、 又は市町村に 消毒するよ う指 

示すること。 

( 留意事項 ) 
消毒については、 消毒薬を用い、 対象となる場所の 状況、 感染症の病原体の 性質 

その他の事情を 勘案し、 十分な消毒が 行えるような 方法により行 う とともに、 その 

際には、 消毒を行う者の 安全並びに対象となる 場所の周囲の 地域の住民の 健康 及び 

環境への影響に 留意することとすること 

( 関連通知 ) 
「原因不明の「重症急性呼吸器症候群」による 院内感染防止対策の 徹底にっ い 

て 」 ( 平成 1 5 年 5 月 9 日医薬安楽 第 050900 1 号 ) ( 別紙 1  ) 

② sA 氏 S コロナウイルスに 汚染され、 又は汚染された 疑いがあ るねずみ 族 、 昆虫 

等が存在する 区域を指定し、 当該区域の管理をする 者に対し、 当該ねずみ 族 、 昆虫 

等を駆除すべきことを 命じ、 又は市町村に 駆除するよう 指示すること。 

( 留意事項 ) 

ねずみ 族 及 び 昆虫等の駆除については、 対象となる区域の 状況、 ねずみ族父 は 昆 

虫等の性質その 他の事情を勘案し、 十分な駆除が 行えるような 方法により行 う とと 

もに、 その際には、 駆除を行 う 者の安全並びに 対象となる場所の 周囲の地域の 住民 

の 健康及び環境への 影響に留意することとすること。 

③ SARS コロナウィルスに 汚染され、 又は汚染された 疑いがあ る飲食物、 衣類、 

寝具その他の 物件について、 その所持者に 対し、 その移動を制限し、 消毒、 廃棄そ 

の他必要な措置を 命じ、 又は市町村に 消毒すると う 指示し、 若しくは当該都道府県 

の 職員に廃棄その 他必要な措置をとらせること。 

 
 

 
 



( 留意事項 ) 
Ⅰ )  法 第 2Q 条に基づく物件の 移動の制限度 ぴ 禁止、 消毒、 廃棄その他必要な 措置 

については、 対象となる物件の 状況、 感染症の病原体の 性質、 以下の措置の 基 

準 その他の事情を 勘案し、 措置の目的を 十分に達成できるような 方法により 行 

うこととすること。 

ア 消毒にあ って ほ 、 消毒薬、 熱水消毒、 煮沸消毒等により 行うこと。 
イ 廃棄にあ っては、 消毒、 ウの 滅菌その他の 感染症の発生を 予防し、 又はそ 

のまん延を防止するために 必要な処理をした 後に行うこと。 
ウ 滅菌にあ ってⅠ ま 、 高圧蒸気滅菌、 乾熱 滅菌、 火炎滅菌、 化学滅菌、 5 週滅 

菌 等によりそ 干 うこと。 

( 二 )  消毒及 び 滅菌にあ っては、 消毒又は滅菌を 行う者の安全並びに 対象となる場所 

0 周囲の地域の 住民の健康及び 環境への影響に 留意することとすること。 

④ SARs コロナウイルスに 汚染され、 又は汚染された 疑いがあ る死体の移動等を 

制限すること。 
⑤ sARs コロナウイルスに 汚染され、 又は汚染された 疑いがあ る生活の用に 供さ 

れる水について、 その管理者に 対し、 期間を定めて、 その使用又は 給水を制限し、 

又は禁止すべきことを 命ずること。 

⑥ SARS コロナウイルスに 汚染され、 又は汚染された 疑いがあ る建物について、 

SARS のまん延を防止するため 必要があ ると認める場合であ って、 消毒により難 

いときは、 期間を定めて、 当該建物への 立入りを制限し 、 又は禁止することができ 

ること。 

( 留意事項 ) 
( 一 ) 建物への立入の 制限又は禁止は、 対象となる建物の 状況、 感染症の病原体の 

性質その他の 事情を勘案し、 適切と認められる 方法により行うものとするこ 

と。 

( 二 )  法 第 32 条第 2 項に基づく建物への 措置は、 以下の基準により 行 う ものとす 

ること。 

ア SARS の建物の外部へのまん 延を防止することができるよう、 SARS 

の 発生の状況、 当該措置を実施する 建物の構造及び 設備の状況その 他の事 

情を考慮して 適切な方法で 行 う こと。 

イ 緊急の必要がなくなったときに、 できる限り現状回復に 支障を来さない 方 

法で行うこと。 

(2)  必要な最小限度の 措置 

(1 ) の措置は、 感染症の発生を 予防し、 又は そのまん延を 防止するため 必要な最 

小 限度のものでなければならない。 

(3)  質問及び調査 



都道府県知事 は 、 (1 ) の措置を実施するため 必要があ ると認めるときは、 当該職 

員、 に SARS コロナウイルスに 汚染された場所若しくは 汚染された疑いがあ る場所等 

に立ち入り、 SARS の患者 ( 疑似症患者及び 熱症状病原体保有者を 含む。 ) その他 

の 関係者に質問させ、 又は 必要な調査をさせることができること。 
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5  医療に関する 事項 

①都道府県は 、 3 (3) ①又は②による 入院に係る患者から 申請があ ったとき ぼ、 

感染症指定医療機関において 受ける医療に 要する費用を 負担すること。 ただし、 当 

該患者が前項の 費用の全部又は 一部を負担することができると 認められるときは、 
その限度において 負担をすることを 要しないこと。 

( 留意事項 ) 
( 一 ) 費用負担の申請を 行 う 場合の申請書に 記載する事項は、 以下のとおりとするこ 

と 。 

ァ 患者の住所、 氏名、 生年月日及 び 性別 

イ 申請者が患者の 保護者の場合にあ っては、 当該保護者の 住所、 氏名文 ぴ患 

者との関係 

ウ 患者が医療保険 各沃 による給付を 受けることができる 者であ るときは、 そ 

の 冒 

( 二 )  費用負担の申請書に 添付するものぼ、 以下のとおりとすること。 

ア 入院の勧告，入院の 措置又は入院の 期間の延長の 通知の写し 

イ 当該患者並びにその 配偶者及 び 民法第 877 条 第 「項に定める 扶養義務者 

の当該費用の 負担能力を把握するために 都道府県知事 ( 保健所を設置する 

市 又は特別 E にあ っては、 市長又は区長 ) が必要と認める 書類 

②①により費用の 負担を受ける sARs の患者が、 健康保険法等の 規定により医療 

に関する給付を 受けることができる 者であ るときは、 都道府県は、 その限度におい 

て負担することを 要しないこと。 また、 都道府県 は 、 診療報酬の支払いに 関する事 

務を社会保険診療報酬支払基金等に 委託することができることとしたこと。 さらに、 
診療報酬は、 健康保険の例によるものとしたこと。 

6
 

sARs の病原体を媒介するおそれのあ る動物の輸入禁止に 関する事項 

何人も、 イタチアナバマ、 タヌキ及びハクビシンを 輸入してはならないこと。 

( 関連通知 ) 
「 SARS 対策について (SARS 対策 第 1 9 報 )  (SARS 類似コロナウイルスが 

分離された中国産の 野生動物への 対応について ) 」 ( 抜粋 ) 

く平成Ⅰ 5 年 5 月 26 日 健感 登第 0526003 号Ⅰ ( 別紙 2) 

7  費用負担に関する 事項 

(1 )  支弁 



市町村及び都道府県 は 、 この政令の規定に 基づき、 それぞれ市町村長及び 都道府 

県知事が行 う 措置に関する 費用を支弁するものとすること。 

(2)  負担 

① 都道府県は、 市町村の支弁する 費用の 3 分の 2 を負担すること。 

② 国は 、 都道府県が支弁又は 負担する費用のうち、 入院患者の医療に 要する費用に 

ついてはその 4 分の 3 を、 その他の費用についてはその 2 分の「を負担すること。 

(3)  補助 

①都道府県は、 第一種感染症指定医療機関 又は 第二種感染症指定医療機関の 設置及 

び 運営に関する 費用の全部 又は 一部を補助すること。 

② 国は、 ①の費用に対してその 2 分の 1 以内を、 特定感染症指定医療機関の 設置及 

び運営に要する 費用の一部を 補助することができること。 

8  その他 

(1 )  保健所を設置する 面友 ぴ 特別 E の事務 

保健所を設置する 市 並びに特別 E は、 診療報酬の額の 決定、 感染症指定医療機関に 対 

する検査等を 除き、 都道府県と同じ 事務を行 う こと。 

(2)  罰則 

医師が感染症の 患者であ るかどうかに 関する健康診断又は 当該感染症の 治療に際して 

知り得た秘密を 正当な理由なく 漏らした場合等に 対する罰則については、 法律の規定に 

準じること。 

(3)  施行期日等 
この政令は、 公布の日から 起算して 1 0 日を経過した 日から施行し、 施行の日から 起 

算してⅠ年を 経過した日に 失効すること。 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 



別紙Ⅰ 

  医薬安義 第 0 5 0 90 0 1 号 

  平成 1 5 年 5 月 9 日 

  

厚生労働省医薬局安全対策課長 
  

原因不明の丁重症急性呼吸器症候群」による 院内感染防止対策の 徹底について 
  

康国不明の「重症 急 連呼吸器症候群」による 院内感染防止対策に コ いては、 「 ハ 

ノイ・香港等における 原因不明の重症急性呼吸器症候詳の 集団発生に伴う 対応 

ほ ついて ( 第 7 報 )J ( 平成 15 年 4 月 7 日付け健康男 第 0407001 号 ) 等 

により、 「重症急性呼吸器症候群 (S 由宙 ) 管理指針」 ( 以下 rSARS 管理指針」 

という。 ) として、 SAES の可能性 例 に対する対応を 示し、 貴 管内の医療機関等 

へ 周知 し 、 適切な対応をお 凄いしているところです。 

今般、 各医療機関における SARS の感染防御の 視点から別紙のとおり「 亘 

症 急使呼吸器症候 詳 (SARS) に 封 ずる消毒法」をまとめたので、 貴 管内の   

医療機関に対して 周知力 お憲い します。 

  
    
  

  

 
 

  
   

 

   
 



別紙 

重症 急佳 呼吸器症候群 (8 ぷ 山勘に対する 消毒法 
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ど ) 、 次亜塩素酸ナトリウム ( ジア / ッタ R 、 ビューラッタス 再 ミルトン、 

など ) 、 アルコール ( 消毒用 エ タノール、 7% わ ぬ イソプロパノール ) 、 および 
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ア ノック R 。 ・ピューラック ス ㌔ミルトン忠など ) への 30 分間浸漬で対応し 

てください。 

6 、 患者に関して 発生した感染性廃棄物を 扱 う 際にほ、 注射針などによる 外傷に 

注意し、 パイオハザードと 明記きれた漏出しない 強靭な 袋 あ るい ほ ゴミ箱 に 

入れ、 安全に廃棄してください。 

なお、 以上の方法で 消毒する場合 は 、 適切な感染予防装備と 手順に従って 行ってく 

ださい。 

 
 

 
 

  



別紙 2 

各 政令市衛生主管部 ( 局 ) 長殿   

健感発第 0526003 号 

平成 1  5  年 5  月 2, 6  日 

⑤
 

長
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課
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厚
 

SARS 対策について (SARS 対策第 fg 報 ) 

(SARS 類似コロナウイルスが 分離された中国産の 野生動物への 対応について ) 
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( 注 ) 

。 「動物由来感染症ポスター J  : 平成エ 5 年 3 月 20 日 事務連絡参照 

，「動物由来感染症ハンドブック」 : 平成 15 年 4 月 ] 5 日事務連絡参照 

， r ホームページ ，動物 白 業感染症を知っていますか」 : 平成 13 年 7 月 26 日 

事務連絡参照 (URL 五 %v/Wwww. も丘も・ 9o.jp/muwW 屋 止血圧功 

一 - 百 

  

]  当該中国産の 野生動物を取扱う 場合の注意喚起について 

貴 管内で下記 (1) の対象動物を ぺ ット飼育等取り 扱うことがあ る場合 は 、 

下記 (2) に基づき関係者に 注意喚起すること。 

(1) 対象とする中国産の 野生動物種 ( 別紙 ) 

①ハクビシン (maske け p 杣皿 c 廿 e め 

②タヌキ くで aCoon-do 巨 Ⅰ 

③中国イタチ フ ナ グ マ (C Ⅱ 五 ese  曳 Ⅱ etbadge め 

(2  )  取扱上の注意事項 

ⅦⅡ 0 は 、 予防的措置として、 これらの動物やその 体液、 排泄物等に触れ 

る可能性のあ る者に対し注意喚起を 行うべきとしてし、 ることから、 現時 

点においては、 飼育者等に対し、 当該動物を取り 扱う場合にあ って ほ 、 

体液等への直接接触を 避け、 飼育環境の清潔に 努め、 飼育環境の清掃作 

業等の後には 手洗い等を励行するよう、 指導すること。 

参考 :]  動物展示施設における 人と動物の共通感染症対策ガイドライン 

2003 ( 平成王 5 年 5 月 16 日付け結核感染症課事務連絡 ) 

2  ペット動物由来の 感染症対策について ( 昭和 63 年 ェ 2 月 26 日 

衛乳 第 93 号 ) 

2  当該 申 国産の野生動物の 国内での飼育等 Q 状況と輸入状況の 把握について 

(1) 貴 管内における 当該動物の飼育等に 関する情報についてほ、 別紙にて当 

課まで連絡あ りたい。 なお、 別紙についてほ 追って事務連絡するので、 

その間は適宜対応願いたい。 

(2) なお、 当課でぼ、 関係機関、 輸入団体等を 通じ、 当該動物の輸入状況の 

把握を行 うと 共に、 その新たな輸入については 自粛するよ う 関係団体等 

に要請しているところであ る。 今後、 新たに得られた 情報をもとに、 貴 

職 に実態把握や 注意喚起等の 対応を要請する 場合もあ り、 その際 は よ る 

しく対応方御願いしたい。 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

  

3  その他 

(]) 日本にほ、 古 乗からハクビシン 等が分布していることが 知られているが、 

今次 WHO が公表した健康危険情報が、 これらの日本産の 野生動物に直 

ちに当てはまるものではない。 

(2) なお厚生労働省では、 厚生科学研究において SARS の研究を行うことと 

しているが、 ハウ ビ シン等の動物についても、 必要な調査を 行う予定で 

あ る。 

  
 
 

 
 

 
 

 
 



  平成 15 年 プ同 4 日金曜日 官 報 第 3642 
第 定美 る 政ム 

ゃ第 

  

Ⅰ "@ " フ 

ヨ三 

成十 

""@ 五 

年七 

月 
六四 

口 笛 織 
埋 
大 
臣 

オト 

泉純 

  
郎   

御 

下口 

御 

豊 

  

  
よ 

る 。 

  

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
を
感
染
症
の
予
防
 
及
び
感
染
 

症
 の
 黒
 昔
に
対
す
る
 医
捷
 に
関
す
る
法
律
 第
 六
条
第
六
項
 

の
 指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
寄
の
政
令
を
 
こ
こ
に
公
布
 

  
  
夫か フ - ら から 

起寡 た ・起 軍 
だし   

て干 して 、 一 

モ年 日 

第   
第 美美 
五 

第第 第   
十 
四 

四二 項 + 
  

一一 項 項十 
及ニ 

粂 条 び条 

感項第 るち め項第 うし 病一 とし 捕一 
かて 原桶 て 原票 

い 体感 。 " 壌 
るを 采 なを 染 

い傑症   こ 有の 

  

  笹 

  

の
時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
連
 

月
 &
 び
そ
 

の
時
ま
で
に
亮
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
 

す
る
法
第
 

五
十
七
条
若
し
く
ほ
第
五
 

+
 八
条
の
規
定
に
 

よ
り
支
弁
 

す
る
費
用
、
篤
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
 

す
る
法
第
 

五
十
九
条
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
二
項
 

若
 し
く
ほ
 
第
 

三
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
負
担
金
文
 

は
 勇
二
条
 

第
 

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
 

規
定
に
よ
 

り
 徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
に
つ
い
て
 

ほ
 ・
こ
の
 

政
令
 
は
 、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
 

@
 
仁
 
有
す
る
・
 

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
 

改
垂
 

三
条
地
方
自
治
 

硅
 施
行
令
（
昭
和
二
十
一
 

一
年
度
合
 

第
 

十
六
ロ
し
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
・
 

  

 
 

籍
時
 
大
臣
片
山
鹿
之
助
 

厚
生
労
働
大
臣
坂
口
 

カ
 

内
問
詰
 
理
 大
臣
小
泉
純
一
郎
 

   
 

  

  

 
 



参考「 

健惑 登第 0 7 1 400 「 昇 

平成 1 5 年 7 月「 4 日 

各 政令市 衛生主管部 ( 局 ) 長 殿   
厚生労働省健康居結核感染症課長 

重症急性呼吸器症候群についての 患者、 疑似症患者の 判断基準等について ( 通知 ) 

重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及 び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律第六 

条第六項の指定感染症として 定める等の政令 ( 平成 1 5 年政令第 304 号。 以下単に「 政 

令 」という。 ) 及 び その関係省令の 施行に当たっての 留意点等については、 重症急性呼吸 

器症候群を感染症の 予防及 び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律第六条第六項の 指定 

感染症として 定める等の政令及 び 関係省令の施行について ( 平成「 5 年 7 月 1 4 日健秀策 

0 7 「 4007 号 ) により通知したところであ るが、 重症急性呼吸器症候群の 患者及 び 疑 

似症患者の判断基準を 下記のとおり 定めるので、 十分にご了知願いたい。 

- 己 

1  患者及び疑似症患者の 判断基準について 

重症急性呼吸器症候群 ( 病原体が SARs コロナウイルスであ るものに限る。 以下 

「 sARs 」という。 ) の 患者 又は 疑似症患者についての 判断基準は、 別紙のとおりと 

すること。 
なお、 当該基準については、 今後の知見の 収集・分析の 結果を踏まえて、 随時改訂し 

ていく予定であ るので申し添える。 

2  感染症発生動向調査との 関係について 

今般施行される 通知については、 SARS の患者及 び 疑似症患者を 指定感染症の 報告 

対象としているが、 症例定義の改正とそれに 伴う SARS コロナウイルスの 行政検査の 

実施等について (SARS 対策第 1 3 報 ) 」 ( 平成「 5 年 5 月 8 日 健感 秀策 05080 

02- 号 ) の 別紙「における 疑い例についても、 感染症発生動向調査の 一環として報告さ 

れたがこと。 

なお、 この政令が施行される 時点においては、 「 WHO が公表した SARS 伝播確認 

地域」 ぼ 存在しないため、 同通知の (1 ) 2 若しくは 3 、 又は (2) 2 若しくは 3 に 該 

当 する者は存在しないが、 今後新たに SARS 感染者が発生した 場合にはこれらの 要件 

に該当する者は 当然に疑い例として 対応する必要があ ること。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



( 兄 ] 紙 ) 
sARs 患者、 疑似症患者の 判断基準について 

1 , 定義 

SARS コロナウイルスの 感染による重症急性呼吸器疾患であ る。 

2, 臨床的特徴 
多くは 2 一 7 日、 最大 1 0 日間の潜伏期間の 後に、 急激な発熱、 咳 、 全身倦怠、 筋肉痛 

などのインフルエンザ 様の双駆症状が 現れる。 2 一 数日間で呼吸困難、 乾性 咳漱 、 低 酸素 
血症などの 下 気道炎症が現れ、 胸部 c Ⅱ、 X 線写真などで 肺炎 像 が出現する。 肺炎になっ 

た者の 80 一 90%/0 が ] 週間程度で回復傾向になるが、 「 0 一 2 0% が ARDS  (Acu 

te  Respi ratory  Di stress  Synohrome) を起こし、 人工呼吸器などを 

必要とする ぼど 重症となる。 
致死率はⅠ 0% 弱。 WHo は推計としてⅠ 5% と発表としている。 

3. 報告の基準 

く 「 ) 患者の判断基準 
診断した医師の 判断により、 症状や所見から 当該疾患が疑われ、 かっ、 以下の方法に 

よって病原体診断や 血清学的診断がなされたもの。 

[ 材料 ] 鼻 咽頭ぬぐい 液 、 喀疲 、 尿 、 便 、 血清など 

・病原体の検出 : ウィルス培養検査 

・病原体の遺伝子の 検出 : RT 一 PGR 法 

・血清抗体の 検出 : 酵素免疫測定法 ( 巨 」 @ SA) 又は免疫蛍光法 ( l FA) 
注 )  これらの検査所見 ( 特に RT 一 PCR 、 ウイルス分離 ) で陰性になった 場合であ 

っても、 SARS を否定することはできない。 この場合に ィま 、 医師の総合判断によ 

り 、 疑似症例として 取り扱うこととする。 

(2) 疑似症患者の 判断基準 
疑似症の診断 : 臨床所見、 渡航歴などにより 判断する。 

以下の①又は②に 該当し、 かっ③の条件を 満たすものとする。 

① 平成 1 4 年「「 月 「 日 以降に、 38 度以上の急な 発熱波 ぴ咳 、 呼吸困難等の 呼吸器 

症状を示して 受診した者のうち、 次のいずれか「 っ 以上の条件を 満たす者 

( 一 )  発症前「 0 日以内に SARS の「疑い例」・ 「可能性 例 」を看護若しくほ 介 

護していた者、 同居していた 者又は気道分泌物若しくは 体液に直接触れた 者 

( 二 )  発症前、 ] 0 日以内に、 SARS の発生が報告されている 地域 (WHO が公表 

した SARS の伝播確認地域 ) べ 旅行した者 

く一 )  発症前、 「 0 日以内に、 SARS の発生が報告されている 地域 (WHC@ が 公表 

した sARs の伝播確認地域 ) に居住していた 者 

②平成 1 4 年「「 月 1 日 以降に死亡し、 病理解剖が行われていない 者のうち、 次の ぃ 

 
 

 
 

  



ずれか「 っ 以上の条件を 満たす者 

( 一 )  発症前「 0 日以内に sARs の「疑い例」。 「可能性 例 」を看護若しくは 介 

護していた者、 同居していた 者 又は気道分泌物若しくほ 体液に直接触れた 者 

( 一 )  発症前、 「 0 日以内に、 SARS の発生が報告されている 地域 (WHO が公表 

した sARS の伝播確認地域 ) へ 旅行した者 

( 一 )  発症前、 「 0 日以内に、 SARS の発生が報告されている 地域 (WHO が公表 

した sARs の伝播確認地域 ) に居住していた 者 

③ 次のいずれかの 条件を満たす 者 

( 一 )  胸部レントゲン 写真で肺炎、 または呼吸窮迫症候群の 所見を示す者 

( 二 )  病理解剖所見が 呼吸窮迫症候群の 病理所見として 矛盾せず、 ほ づ きりとした 
原因がないもの 

注 ) 他の診断によって 症状が説明ができる 場合は除外すること。 

 
 

 
 

 
 

 
 



参考 2 

健 登第 0 7 1 40 0 7 号 

食 麦秀策 0 7 「 400 「 号 

平成 1 5 年 7 月「 4 日 

各 検 疫 所 長 殿 

厚生労働省 健康 局長 
( 公 印 省 略 ) 

厚生労働省医薬食品 局 食品安全部長 

( 公 印 省 略 ) 

重症急性呼吸器症候群を 検疫 法 第三十四条の 感染症の種類と 

して指定する 等の政令政 ぴ 関係省令の施行について 

( 施行通知 ) 

重症急性呼吸器症候群を 検疫 法 第三十四条の 感染症の種類として 指定する等の 政令 ( 平 

成 1 5 年政令第 305 号 ) は、 平成 1 5 年 7 月 4 日に公布され、 同年 7 月 ] 4 日から施行 

されたところであ る。 また、 重症急性呼吸器症候群を 検疫 法 第三十四条の 感染症の種類と 

して指定する 等の政令の施行に 伴 う 検疫法施行規則の 準用に関する 省令 ( 平成「 5 年厚生 

労働省令 第 1 21 号 ) が同年 7 月「 4 日に公布され、 同日から施行されたところであ る。 

今般、 この 政 省令の主な内容について 以下のとおり 通知するので、 十分に了知願いたい。 

- 一 只 - - 己 

「 重症急性呼吸器症候群 ( 病原体が SARS コロナウイルスであ るものに限る。 以下 

「 SARS 」という。 ) を 検疫 法 ( 以下「 法 Ⅰという。 ) 第三十四条の 感染症の種類とし 

て指定し、 法第 2 章及び第 4 章 ( 法 第三十四条から 第四十条までを 除く。 ) の規定を準・ 

期 することとしたこと。 

( 留意事項 ) 
SARS について準用する 法の規定は以下のとおりとする。 

第 2 章 検疫 

ア 第 4 条 ( 入港等の禁止 ) 

イ 第 5 条 ( 交通等の制限 ) 

ウ 第 6 条 ( 検疫双の通報 ) 



エ 第 8 条 ( 検疫区域 ) 

オ 第 9 条 ( 検疫信号 ) 

力 第 1 0 条 ( 検疫の開始 ) 

キ 第 1 1 条 ( 書類の提出没 ぴ 呈示 ) 

ク 第 「 2 条 ( 質問 ) 

ケ 第 ] 3 条 ( 診察度 ぴ 検査 ) 

コ 第 1 4 条 ( 汚染し 、 又は 汚染したおそれのあ る船舶等についての 措置 ) 

サ 第 1 5 条 ( 隔離 ) 

、 ン 第 1 6 条 ( 停留 ) 

ス 第 ] 6 条の 2 ( 審査請求の特例 ) 

セ 第 「 7 条 ( 検疫 済 証の交付 ) 

ソ 第 1 8 条 ( 仮 検疫 済 証の交付 ) 

タ 第 1 9 条 ( 仮 検疫 済証 の失効 ) 

チ 第 20 条 ( 証明書の交付 ) 

、 ソ 第 2 1 条 ( 検疫 抗 以外の港における 検疫 ) 

テ 第 2 2 条 ( 第 4 条第 2 項に該当する 船舶に関する 特例 ) 

ト 第 23 条 ( 緊急避難 ) 

第 4 章 雑則 

ア 第 28 条 ( 検疫 官 ) 

イ 第 2 9 条 ( 立人権 ) 

ウ 第 30 条 ( 権 限の解釈 ) 
工 第 3 1 条 ( 制限の着用及び 証票の携帯 ) 

オ 第 3 2 条 ( 実費の徴収 ) 

力 第 3 3 条 ( 費用の徴収及び 負担 ) 

キ 第 3 3 条の 2 ( 再審査請求 ) 

ク 第 4 1 条 ( 省令委任 ) 

2  法第 1 6 条第 2 項において規定する 停留の期間は、 SARS については 240 時間と 

すること。 これに従い、 法第 1 8 条により交付する 仮 検疫 済証に 付する期間を 240 

時間とすること。 

3  法第 2 1 条 第 1 項第 「号に規定する SA 尺 S が現に流行し 、 又は流行するおそれのあ 

る 地域は、 複数の SARS の患者が同時期に 発生した地域とすること。 
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別紙Ⅰ 

基 安男登第 0714002 号 

平成 1 5 年 7 円 1 4 日 

労働福祉事業団産業保健担当理事 殿 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課長 

重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 

関する法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める件について 

労働衛生行政の 推進については、 日頃 から格別の御協力を 賜り、 厚く 御ネ L 申 

し 上げます。 

さて、 重症急性呼吸器症候群について、 別添 のとおり、 感染症の予防及び 感 

染症の患者に 対する医療に 関する法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める 

等の政令 ( 平成丁 5 年政令第 3 04 号 ) が平成 1 5 年 7 月 4 日に公布され、 同 

年 7 月 1 4 日から施行されることとなりましたので、 産業保健推進センタ 一に 

対し周知してくださるようお 願いします。 

なお、 本件についてほ、 厚生労働省ホームページ (http ツハ ㍼ V. 古 lw,go.jp/ 

、 opics/2003/03/tp031 ㌻ l.html) に掲載されています。 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 



別紙 2 

基 安労 登第 0714003 号 

平成Ⅰ 5 年 7  月 1  4  日 

別添 労働災害防止協会専務理事 殿 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課長 

重症急性呼吸器症候群を 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 

関する法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める件について 

労働衛生行政の 推進については、 日頃 から格別の御協力を 賜り、 厚く御礼 申 

し 上げます。 

さて、 重症急性呼吸器症候群について、 別添 のとおり、 感染症の予防及び 感 

染 症の患者に対する 医療に関する 法律第 6 条第 6 項の指定感染症として 定める 

等の政令 ( 平成 1 5 年政令第 3 0 4 号 ) が平成 f 5 年 7 月 4 日に公布され、 同 

年 7 月 1 4 日から施行されることとなりましたので、 貴 協会傘下の会員に 対し 

周知してくださるようお 願いします。 

なお、 本件については、 厚生労働省ホームページ (http://W Ⅷ， 血 lw.go.jp/ 

top 土 cs/2003/03/tp0318-1.html) に掲載されています。 
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